横須賀市民の請求に基づく
「原子力空母の横須賀配備及び安全性を問う横須賀市住民投票条例」
の制定を求める要請書
　米政府及び米海軍は、現在横須賀基地に配備されている通常型空母キティーホークに代わり、原子力空母ジョージ・ワシントンを配備するとしています。これに対して、その是非を市民の問うことを目的として、０６年最初の住民投票条例を求める直接請求のための署名運動が展開されました。しかし、横須賀市議会は条例案を否決しました。直後の定例市議会の「施政方針」において、蒲谷横須賀市長は「３７，０００人余の署名の重みを受け止めている。安全面で市民の強い不安を、米国や米海軍などにしっかり伝え、万全な対策を求めていく」と述べました。しかし、その後の横須賀市は、「原子力空母安全安心対策説明会」や広報の「Ｑ＆Ａ」において、納得できる根拠を示すことなく「安全です」「事故は起きません」と喧伝しています。しかし、私たちは、市が提示する「原子力空母の安全対策」の内容は、横須賀および首都圏をはじめとする地域住民が納得できるものではないと考えます。
　「原子力空母のための浚渫工事差し止め訴訟」の公判において、国は「検討した文書は米国側の提供するファクトシートだけで、他に提出する文書はない」という全く国民の安全を守るという国の責任を放棄する答弁をしています。米海軍所属の原子力艦船においては、原子炉点検記録の改ざんが行われたり、放射能測定をめぐって日米間で「秘密の取り決め」があったことを示す文書が見つかるなど、信頼関係を揺るがす事件が起きています。
　このような状況の中で、国の安全保障は国の専権事項であったとしても、横須賀市・横須賀市議会が、市民の生命と生活の安全を確保し、市民の不安の解消に努めることは、地方自治体の責務です。　原子力災害は、決して横須賀だけの問題ではなく、関東一円また農作物被害など２次的被害で言えば全国の問題と言えます。
　蒲谷横須賀市長及び山口横須賀市議会議長にあっては、横須賀の市民の声を大切にし安全対策に万全を尽くすためにも、以下の事項を、全国から要請いたします。
１．　「原子力空母の横須賀配備及び安全性を問う横須賀市住民投票条例」を制定すること
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